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２．地域公共交通計画の改訂について
✓ 「１．」で示した路線バス・乗合タクシーの見直しにあわせて、「嬉野市地域公共交通計
画（令和3年3月）」の改訂を実施

1

⚫計画策定時には想定していなかった路線バス嬉野線の一部区間廃止に関する記載

を追記、また、一部区間廃止に対応するための新たな移動サービス（乗合タクシー関

所跡線）の導入についての施策を追記

改訂のポイント①

⚫計画策定時には「区域運行」への移行を想定していた、路線バス牛の岳線・路線バス

下吉田線について、交通事業者との協議の結果、「路線不定期運行」に移行すること

となったため、関連部分の記載を修正

改訂のポイント②

⚫乗合タクシー「牛の岳線」「大野原線」については、「路線定期運行」の便（系統）と、

「路線不定期運行」の便（系統）が混在することについて明確に記載

⚫下吉田線については、路線バス下吉田線（路線定期運行）と、乗合タクシー下吉田線

（路線不定期運行）の組み合わせとなることについて明確に記載

改訂のポイント③
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